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《今までの成果及び指標分析を踏まえて》

○障がい者の地域生活の拠点となる施設の整備に向けて、中長期的な地域生活支援の計画を行い、
　障がい者の地域生活のより一層の支援体制を整備する。

○区実施の各種事業（特に障害者自立支援法に規定する地域生活支援事業）において、同種の事業
　や同一の目的を有する事業の実施方法等について検討を行い、区民の利用しやすい・わかりやす
　い事業を展開する。

○区立心身障害者福祉センターの移転や、区立施設の新体系施設への移行に伴い、区立施設２か所
　について定員を拡大し、その後の状況把握にも努め、適宜、対応する。

生活の拠点となるグループホームや日中の活動場所となる通所施設
の整備を図り、施設や作業所の新体系施設への移行支援を行う。
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施策の分類
分類についての説明・意見等

前年度設定 今年度設定

利用者授産工賃
平成20年度は見込み数

法改正に伴う新体系施設移行
数

法改正に伴う新体系施設移行
数

関連部課名

指
　
　
　
　
標

生活実習所利用定員

授産施設工賃（月額）

区立施設移行数

民間作業所移行数

○区内用地に、障がい者の日中活動場所と生活場所となる施設を建設及び運営する法人を公募し、
障がい者施設を誘致し、障がい者の地域生活の拠点の整備を行っていく。

○障害者自立支援法施行後３年目を迎え、障がい者施策の実施方法の統一化を視野に入れた荒川区
　における施設運営事業等の整理を行い、区民の利用しやすい・わかりやすい事業実施を検討する
　必要がある。

○区立心身障害者福祉センターの移転を行い、区立施設の定員拡大や障害者自立支援法における新
　体系施設への移行が必要となっている。
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施策の成果とする指標名
指標の推移

目標値
(28年度)
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内線
福祉部障害者福祉課
小林　清美 2680

施策名
部課名
課長名

施策No障がい者施設の整備・運営支援 02-08

生涯健康都市[Ⅰ]

政策 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成[02]

指標に関する説明

　障がい者が安心して暮らしていけるため、入所及び通所施設の整備・支援をする。

18年度 19年度 20年度

行政評価
事業体系

分野
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14,835 継続

90,653 推進

16,078 継続

1,365

現状の規模で実施する。

継続

精神障がい者小規模通所
授産施設・共同作業所運
営補助事業

90,570

障がい者グループホーム
及び緊急一時保護寮運営
事業（整備含む）

14,736

継続

推進
新体系施設への移行に向けて、
助言・支援を行う。

心身障害者小規模通所授
産施設事業補助（作業所
ボンエルフ）

19,854 19,855 推進

継続 現状の規模で実施する。

推進

継続06-05-10

推進
新体系施設への移行に向けて、
助言・支援を行う。

41,928 42,358

90,474 92,645 推進

継続

7,587 7,587

障がい者グループホーム
事業

74,368 97,754

短期入所事業

知的障害者授産事業補助
（荒川あさがお福祉作業
所）

06-05-15

合　計

－ －

－ － －

障害者地域活動支援事業
費

心身障害児（者）地域デ
イサービス事業補助（生
活クラブスニーカー）

0 継続

2,023 2,023 継続

6,500 推進

30,097 30,236 推進

－

17,096 18,115 継続

事務事業
No

施策推進のため
の分類

前年度
設　定

今年度
設　定

19年度18年度
分類についての説明・意見等

現状の規模で実施する。

現状の規模で実施する。

現状の規模で実施する。

生活の拠点として必要性が高い

新体系施設への移行に向けて、
助言・支援を行う。

緊急一時保護についてはニーズ
が高いため、円滑な事業運営に
取り組む。

施策を構成する事務事業の分類

デイサービス事業

障がい者施設介護・訓練
等給付事業

小規模通所授産施設等に
対する就労支援促進補助

精神障がい者地域生活支
援事業

事務事業名
決算額（千円）

尾久生活実習所運営事業
（整備含む）

定員の拡大に取り組む。

現状の規模で実施する。

2,622 2,846
障がい者地域自立生活支
援センター事業

児童デイサービス事業

心身障害者福祉センター
移転改修工事

障がい者施設誘致等整備
事業

障がい者施設移行支援補
助事業

1,375

重度身体障がい者グルー
プホーム運営支援事業

重度知的障がい者グルー
プホーム運営支援事業

荒川生活実習所・荒川福
祉作業所運営事業

0

468

3,995

障がい児タイムケア事業

障害者福祉会館運営事業
（整備含む）

継続535,841 557,180 継続

継続

推進

－ 継続

－

70,305 －

168,854 200,014 推進 継続

56,878

継続

推進

現状の規模で実施する。

1,480,105

－ －

円滑な移行のため、必要な事業
である。

平成21年度移転予定

日中一時支援事業として、事業
を再編する。

推進

06-05-49

06-05-48

06-05-47

06-05-46

06-05-11

1,198,137

障がい児等の日中活動の場を確
保する必要がある。

現状の規模で実施する。

継続 推進

継続

継続

現状の規模で実施する。

現状の規模で実施する。

移転後の施設で事業の充実を図
る。
移転後の施設で事業の充実を図
る。

障がい者が地域で安心して暮ら
せるための施設整備に取り組む

重点的
に推進

見直し

推進

推進

継続

継続

重点的
に推進

継続

170,470 推進

39,371 39,286 継続

06-05-07

06-05-75

06-05-70

06-05-62

06-05-61

06-05-60

06-05-59

06-05-58

06-05-57

06-05-50

06-05-81

06-05-09

06-05-80

06-05-79

06-05-76

06-05-63


